
地域少子化・働き方指標 （第２版）（案）

出生率に影響を及ぼす諸要因－分析の観点－ P. 1

１．少子化関係指標（都道府県別等） P. 2

（１）未婚率と有配偶出生率の状況（散布図）
①平成22(2010)年 都道府県別 P. 3
②平成22(2010)年 東京都区部及び政令市版 P. 4
③昭和60(1985)年 都道府県別 P. 5

（２）都道府県別少子化関係指標（合計特殊出生率、未婚率と有配偶出生率、
平均初婚年齢、出生順位ごとの母の平均年齢の状況） P. 6

２．働き方関係等指標－その１：出生率との相関等を中心に－（都道府県別） P. 7

（１）合計特殊出生率と働き方関係等指標の状況（散布図等）
①合計特殊出生率と週60時間以上働く雇用者の割合の状況 P. 8
②合計特殊出生率と１日当たりの通勤等の時間の状況 P. 9
③合計特殊出生率と女性の有業率と育児をしている女性の有業率の差の状況 P.10
④合計特殊出生率と０～５歳人口に対する保育所定員数の比の状況 P.11
⑤合計特殊出生率とパート・アルバイト割合（25～39歳、男性）の状況 P.12
⑥合計特殊出生率と三世代同居率の状況 P.13
⑦合計特殊出生率と最近の合計特殊出生率の上昇率（最低値→最高値）の状況 P.14
⑧都道府県別合計特殊出生率の変化 P.15

（２）働き方関係等指標－その１－（働き方関係、仕事と育児の両立関係、経済関係、
世帯関係、その他の状況） P.16
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３．働き方関係等指標－その２：地域間の比較等を中心に－（都道府県別） P. 19

（１）都道府県別にみた就業、所得、生活時間の状況（都道府県間比較図）
①都道府県別・男女別・配偶関係別 就業者の割合（30～34歳） P. 20
②都道府県別・男女別・配偶関係別 完全失業者の割合（30～34歳） P. 21
③都道府県別・男女別・配偶関係別 就業者に占める労働派遣事業所の派遣社員と P. 22

パート・アルバイト・その他の割合（30～34歳）
④都道府県別・男女別・配偶関係別 所得額階級別分布状況（20歳代、30歳代） P. 23
⑤都道府県別・平日の家事時間・育児時間（夫婦と子ども世帯で６歳未満の子がおり、 P.119

夫婦ともに有業である夫）
⑥都道府県別・平日の家事時間・育児時間（夫婦と子ども世帯で６歳未満の子がおり、 P.120

夫婦ともに有業である妻）
⑦都道府県別・夫又は妻別・平日の通勤及び仕事の時間、これに家事育児時間を加えた

時間（夫婦と子ども世帯で６歳未満の子がおり、夫婦ともに有業である夫婦） P.121

（２）働き方関係等指標－その２－ P.122

性比、人口移動 P.122

転入超過数 P.123

出生数 P.126

就業 P.127

所得 P.133

生活時間 P.135

保育所定員数等、第三子以降の割合、小児科等の医師数 P.137

世帯構造、産科等の医師数 P.138

４．少子化関係指標（市町村別） （略）

５．働き方関係等指標－その１－（政令市版） （略）

６．働き方関係等指標－その２－（市町村等版） （略）



出生率に影響を及ぼす諸要因－分析の観点－
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「地域少子化対策検証プロジェクト（第１回）」資料から作成

○ 出生率は、大きく「未婚率・初婚年齢」と「有配偶出生率」とに分けて分析される。

○ それぞれが様々な要因の影響を受けているが、その中で「働き方」は大きな部分を占
めていると考えられる。

※ 出生率分析の観点から整理したもの。
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１．少子化関係指標（都道府県別等）
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（１）①未婚率と有配偶出生率の状況（平成22(2010)年 都道府県別）

未婚率：低
有配偶出生率：高

未婚率：高
有配偶出生率：高

未婚率：低
有配偶出生率：低

未婚率：高
有配偶出生率：低

資料：総務省統計局「国勢調査」（平成22年）、厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」（平成22年）より。
※１．未婚率は、国勢調査による日本人未婚者数の日本人人口（配偶関係不詳除く）に対する割合（性別・年齢階級別）と、総務省による国籍不詳及び年齢不詳按分後の日本人の基準人口（性別・年齢階級別）を用いて作成。
※２．有配偶出生率は、厚生労働省「人口動態統計」（平成22年）による出生数（母の年齢計）の、国勢調査から作成した日本人女性有配偶者数（15～49歳）に対する比率。
※３．日本人女性有配偶者数は、国勢調査による日本人有配偶者数の日本人人口（配偶関係不詳除く）に対する割合（性別・年齢階級別）と、日本人の基準人口（性別・年齢階級別）を用いて作成。 3



（１）②未婚率と有配偶出生率の状況（平成22(2010)年 都区部及び政令市）

未婚率：低
有配偶出生率：高

未婚率：高
有配偶出生率：高

未婚率：低
有配偶出生率：低

未婚率：高
有配偶出生率：低

資料：総務省統計局「国勢調査」（平成22年）、厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」（平成22年）より。
※１．未婚率は、国勢調査による日本人未婚者数の日本人人口（配偶関係不詳除く）に対する割合（性別・年齢階級別）と、国勢調査から作成した国籍不詳及び年齢不詳按分後の日本人人口（性別・年齢階級別）を用いて作成。
※２．有配偶出生率は、厚生労働省「人口動態統計」（平成22年）による出生数（母の年齢計）の、国勢調査から作成した日本人女性有配偶者数（15～49歳）に対する比率。
※３．日本人女性有配偶者数は、国勢調査による日本人有配偶者数の日本人人口（配偶関係不詳除く）に対する割合（性別・年齢階級別）と、国勢調査から作成した国籍不詳及び年齢不詳按分後の日本人人口（性別・年齢階級別）を用いて作成。

※４．国籍不詳及び年齢不詳按分後の日本人人口は、性別・年齢及び年齢不詳別日本人人口に、（１＋国籍不詳人口／（日本人人口＋外国人人口））を乗じて国籍不詳按分後の日本人人口を作成（政令市の場合は、性別・年齢５歳階級及び年齢不詳別の外国人人口のデータが
公表されており、性別・年齢５歳階級及び年齢不詳別に乗じる率を作成）した後、性別・年齢不詳人口を各年齢に比例按分して作成。

4



（１）③未婚率と有配偶出生率の状況（昭和60(1985)年 都道府県別）

未婚率：低
有配偶出生率：高

未婚率：高
有配偶出生率：高

未婚率：低
有配偶出生率：低

未婚率：高
有配偶出生率：低

資料：総務省統計局「国勢調査」（昭和60年）、厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」（昭和60年）より。 5



（２）都道府県別少子化関係指標
■合計特殊出生率、未婚率と有配偶出生率、平均初婚年齢、出生順位ごとの母の平均年齢の状況
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２．働き方関係等指標－その１－（都道府県別）
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（１）①合計特殊出生率と週60時間以上働く雇用者の割合の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。週60時間以上働く雇用者の割合は、総務省「就業構造基本調査」（平成24年）。

8



（１）②合計特殊出生率と１日当たりの通勤等の時間の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。１日当たりの通勤等の時間は、総務省「社会生活基本調査」（平成23年）。
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（１）③合計特殊出生率と女性の有業率と育児をしている女性の有業率の差の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。女性の有業率と有配偶女性の有業率の差（25～44）は、総務省「就業構造基本調査」（平成24年）。
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（１）④合計特殊出生率と０～５歳人口に対する保育所定員数の比の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。０～５歳人口に対する保育所定員数の比は、厚生労働省「福祉行政報告例」（平成26年10月）、総務省「平成26
年10月１日現在推計人口」。０～５歳人口は０～４歳人口＋５～９歳人口／５で推計。
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（１）⑤合計特殊出生率とパート・アルバイト割合（25～39歳、男性）の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。パート・アルバイト割合（25～39、男性）は、総務省「就業構造基本調査」（平成24年）。
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（１）⑥合計特殊出生率と三世代同居率の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。三世代同居率は、総務省「国勢調査」（平成22年）。一般世帯の世帯数に対する三世代同居世帯の世帯数の比率。
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(１)⑦合計特殊出生率と最近の合計特殊出生率の上昇率（最低値→最高値）の状況

資料：合計特殊出生率は、厚生労働省「人口動態統計月報年計」（平成26年）。最近の合計特殊出生率の上昇率（最低値→最高値）は、厚生労働省「人口動態調査」。最近の最低値（多くの都道
府県では2003～2005年の値）から、その後の最高値（都道府県によって2010～2014年の値）への上昇率をみたもの。
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（１）⑧都道府県別合計特殊出生率の変化
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■働き方関係、仕事と育児の両立関係、経済関係、世帯関係、その他の状況

（２）働き方関係等指標
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■働き方関係、仕事と育児の両立関係、経済関係、世帯関係、その他の状況【順位順】
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３．働き方関係等指標－その２：地域間の比較等を

中心に－（都道府県別）
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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（２）働き方等関係指標
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